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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等の概要

（化学物質に関するラベル・ＳＤＳ交付対象物質関係）
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⚫ 化学物質管理については、物質の多様化や国際的な潮流に従い、化学物質ごとの個別具体的な法令による規制から、事業者等による自律的な管理を

基軸とする規制へ、安衛法体系の抜本的見直しが行われた。（令和４年、令和５年政省令改正・順次施行）

⚫ 新たな化学物質規制として、国が行う化学品の分類（ＪＩＳＺ7252（ＧＨＳ※１に基づく化学品の分類方法）に定める方法による化学物質の危険

性及び有害性の分類）の結果、危険性又は有害性があるものと区分された全ての化学物質を、労働安全衛生法（昭和47 年法律第57 号）第57条第

１項及び第57条の２第１項の規定に基づく化学物質の譲渡・提供時の名称等のラベル表示及びＳＤＳ※２交付等の義務対象物質（以下「ラベル・Ｓ

ＤＳ交付対象物質」という。）とし、令和６年４月以降、順次追加されている。

⚫ ラベル・ＳＤＳ交付対象物質を譲渡・提供する者には、①ラベル表示、②ＳＤＳ交付等をする義務が課されている。また、譲渡・提供を受けたユー

ザー企業等は、ラベル及びSDS等の情報を踏まえ、危険性・有害性等の調査（リスクアセスメント）を行い、その結果に基づいて必要なばく露低減

措置を講ずる義務が課されている。

※１ GHS（The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）
「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の略称であり、国際的に推奨されている化学品の危険有害性の分類・表示方法を定めている。

※２ SDS（Safety Data Sheet；安全データシート）
化学物質の成分や人体に及ぼす作用等の危険有害性情報を記載したデータシート。

製造・使用等禁止物質
（石綿等）（８物質）

特別規則対象物質
（約300物質）

国によるGHS分類により
危険性・有害性が確認さ
れた化学物質（リスクア
セスメント対象物）

R6.4.1～ 約1,100物質

R7.4.1～ +約700物質

R8.4.1～ +約800物質

（以降も順次追加等の見直しを行う）

GHS未分類物質

【従前】特定の化学物質に
対する一律の規制が中心

（
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【R6.4.1~】危険性・有害性が確認された全
ての物質を対象に、物質や作業場等の状況に
応じた規制に転換
・ラベル表示及びSDS交付等、リスクアセス
メント及びその結果に基づく措置の実施を
を義務化

・リスクアセスメントの結果に基づく措置に
ついては、ばく露を最小限に（特に濃度基
準値がある物質は濃度基準値以下に）する
ための措置を事業者が適切に選択して実施

化学物質規制の制度概要
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⚫ ラベル表示・SDS交付の対象となる物質は、労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第18条及び

第18条の２において、国が行う化学品の分類により、危険性または有害性があるとされた物質のうち、厚

生労働省令で定めるものとされている。

⚫ 国による化学品の分類は毎年度実施しており、令和６年度までに得られた新たな知見に基づき、危険性・

有害性の分類結果が更新されている。

⚫ 最新の分類結果を踏まえ、ラベル表示・SDS交付の対象物質を追加するもの。

１．改正の趣旨

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要①

令和3年度

国が行うGHS分類

令和4年度

ラベル・SDS交付
対象物質への追加 1654

物質

※法令で規定した場合
に想定される物質数

令和5年度 令和6年度 令和7年度

R4.2.24改正政令公布
●234物質はR6.4.1施行

・・・

・・・

令和8年度
以降

令和２年度までに化学品分類実施済み物質

※法令ベース

155物質

36物質
（注２）

令和３年度から令和５年度までに
新たに国が行う化学品の分類の結果、
危険性又は有害性が確認された物質

155物質

R7.2.19 改正政令公布
○R9.4.1 施行
注１：既にラベル・SDS交付対象物質と
なっているものうち、危険性又は有害性
がないと再分類された物質を削除

※他２物質削除(注１)
本改正令にて追加

○R10.4.1施行予定

30物質

注２：◇令和６年度分類を踏まえた検討により30物質
◇過去に分類されたもので、リスクアセスメント
対象物とすべきか検討に時間を要した６物質

R5.8.30改正政令公布
  R5.9.29改正省令公布
●641物質はR7.4.1施行
○779物質はR8.4.1施行

・・・
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要②

（１）公布日：令和８年３月下旬（予定）

（２）施行日：令和10年４月１日

３．公布日等

新たにラベル・ＳＤＳ交付対象物質に追加される物質のうち、この政令の施行の日において既に容器包装されて

流通過程にある、または製造者の出荷段階にあるもの等について、施行後１年間はラベル表示の義務を猶予する。

４．経過措置

⚫ ラベル・ＳＤＳ交付対象物質について、政令において「国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性が

あるものと令和６年３月31日までに区分された物」と規定しているものを、「国が行う化学品の分類の結果、

危険性又は有害性があるものと令和７年３月31日までに区分された物」と改める。

⚫ なお、具体的な物は厚生労働省令で定める。

令和９年４月１日改正後の労働安全衛生法施行令（抄）

（名称等を表示すべき危険物及び有害物）

第十八条 法第五十七条第一項の政令で定める物は、次のとおりとする。
一 別表第九に掲げる物（アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、

タンタル、銅、鉛、ニッケル、ハフニウム、マンガン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。）
二 国が行う化学品の分類（産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）に基づく日本産業規格Ｚ七二五二（ＧＨＳに基づく化学品の分

類方法）に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。）の結果、危険性又は有害性があるものと令和六年三月三十一日
までに区分された物（次条第二号において「特定危険性有害性区分物質」という。）のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定
めるもの
イ～ハ（略）

三～四（略）

２．改正の概要
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⚫ ラベル・ＳＤＳの交付対象物質を追加する（36物質）。

⚫ 対象物質は別表のとおりとする。

２．改正の概要

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
（ラベル・ SDSの交付対象物質の追加）

（１）公布日：改正令の公布の日（令和８年３月下旬予定）

（２）施行日：令和10年４月１日

３．公布日等

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（以下「改正令」という。）のとおり、ラベル・ＳＤＳ交付対象物

質の範囲について、「国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと「令和６年３月31日」に区分

されたもの」から、「令和７年３月31日に区分されたもの」に改正されることを受け、当該時点までに国が行った

化学品の分類の結果を踏まえ、具体的にラベル・ＳＤＳ交付対象物質が具体的に列挙されている則別表第２につい

て、新たに対象となる物質名を追加するもの。

１．改正の趣旨
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要

6



労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要

（がん原性物質の記録等の保存関係）
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がん原性物質の記録等の保存について

物質 がん原性物質 特別管理物質
（特定化学物質障害予防規則）

石綿等
（石綿障害予防規則）

物質の規定/

指定

告示で「国が行う分類で発がん性区分１に該当す

る物」等と規定
特化則（第38条の４）で指定 石綿障害予防規則（第２条）で規定

対象書類 健診結果、作業の記録等
作業環境測定記録、

作業の記録、健診結果

作業環境測定記録、

作業の記録、健診結果

保存年数 30年 30年 40年

対象物質から

の削除

これまで該当無し
（令和６年度ＧＨＳ分類結果で発がん性区分が
１から２に変更になった物質が発生）

これまで該当無し これまで該当無し

がん原性物質は、国が行う分類の発がん性区分により規定されているため、法令に照らして考えれば、国が行う分類
の区分が変わったことにより、がん原性物質でなくなった場合には、記録等の保存義務はなくなるが、以下の①及び
②の理由から、遅発性の健康障害であるがんに対する対応を適切に行うため、がん原性物質であった期間の記録につ
いては、引き続き、30年間保存することが適当と考えられる。

① がん原性物質から除外された場合でも、その後の新たな科学的知見の蓄積によって、再度区分１となることも考
えられる。これまでの政府ＧＨＳ分類結果において、発がん性区分が１から２以下に変更となった物質の中には、
その後新たな科学的知見により再度区分１になったものが相当数存在する。

② 健康障害への対応のためには、過去にがん原性物質とされていた期間の作業記録等を確認できるようにしておく
必要がある。

現時点で
区分１の物質

区分１→区分２以下に変更となった物質 区分１→区分２以下→区分１
に変更となった物質区分１→区分２ 区分１→分類できない等

417 ７ ２ ３

区分

物質数
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⚫則第577条の２第５項及び第11項において、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの（以下「がん原性物質」

という。）に係る健康診断の結果に基づく健康診断個人票及び労働者のばく露の状況等に係る記録を作成し、30年間保存

しなければならない旨定めている。

⚫がん原性物質は、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定

めるもの（令和４年厚生労働省告示第371号）において、リスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学品の分類によ

り、令和６年３月31日までの間に発がん性の区分が区分１に該当する物（エタノール等を除く。）に分類されたものと定

められている。

⚫国が行う化学品の分類において発がん性の区分が変更されたことにより、これまでがん原性物質であった物質ががん原性

物質に該当しないこととなった場合、がん原性物質としての健康診断個人票及び労働者のばく露の状況等に係る記録の30

年間の保存義務も課されなくなることとなるが、新たな科学的知見の蓄積によって、発がん性の区分が改めて区分１に分

類され、再度がん原性物質となる場合もあり、遅発性の健康障害であるがんに対する対応を適切に行うため、がん原性物

質であった期間の記録については、引き続き、30年間保存することが適当と考えられる。

１．改正の趣旨

労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
（がん原性物質の記録等の保存）

（１）公布日：改正令の公布の日（令和８年３月下旬予定）

（２）施行日：公布の日

３．公布日等

⚫ がん原性物質に該当していた期間に作成された健康診断個人票及び労働者のばく露の状況等に係る記録は、がん原性物

質に該当しないこととなった場合（リスクアセスメント対象物に該当しないこととなった場合を含む。）であっても、

作成から30年間保存することを新たに義務付けることとする。

２．改正の概要
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（参考）国連GHSに基づく区分の考え方

発がん性

区分１A

ヒトでの証拠

区分１B

動物での証拠

区分２
ヒトや動物での
限定的な証拠

分類できない
区分に該当しない

ヒトに対する発がん性が知られている 又は
恐らく発がん性がある

ヒトに対する発がん性
が疑われる

人での証拠が見つかる 人への外挿性が不十分と
判断される又は否定される

より精度の高い試験方法等
により発がん性が否定される

新たな知見が得られる新たな知見が得られる

※区分は、証拠の確からしさを
   専門家が議論して決まる
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